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研究者として成長できる 教育 ・ 労働条件を実現しよう

（１）　第１９８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　週刊あのつ　　　　　　　　　　　　　２０１７年１２月１９日（火）

在外研究の

体験を聞く会
　この間人文学部支部は、サバティカル等

を利用しやすくすることを通じて、研究活動

の充実を保障するように、学部当局に対して

訴えてきました。それでは実際にこの制度を

利用するのにどんな手順が必要なのでしょう

か。今回の学習会では、イメージを持ちやす

くするために、経験者に語ってもらいます。

どなたでも参加できますので、お気軽にお越

しください。

　日時：12月 20日（水）12:10～

　場所：小会議室

　講師：深井英喜さん

さらに83.3％へ
調整率を引下げ、 実損平均 85 万円

山
口
大
学
等
で
は
団
体
交
渉
を
開
始

三
重
大
で
は
21
日
に
説
明
会

退
職
手
当
削
減

東
大

給与改定等説明会
日時：12月21日（木）　16:20

場所　総合研究棟Ⅱ第２・第３会議室

＊出席可能な人はできるだけ出席して

いただければと思います。

　
国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
を

減
額
す
る
法
「
改
正
」
案
は
12

月
８
日
に
成
立
し
、
そ
の
後
、

12
日
の
閣
議
で
、
そ
の
執
行
期

日
を
１
月
１
日
と
決
定
さ
れ
ま

し
た
。
調
整
率
を
、
２
０
１
３

年
に
１
０
４
％
か
ら
87
％
へ
と

引
き
下
げ
ら
れ
た
の
に
加
え
、

さ
ら
に
83
％
へ
と
引
き
下
げ
る

も
の
。
平
均
85
万
円
程
度
の

カ
ッ
ト
で
す
。

　
こ
れ
を
受
け
て
三
重
大
学
で

も
、
過
半
数
代
表
者
お
よ
び
組

合
向
け
に
、「
給
与
改
定
等
の

説
明
会
」
が
21
日
木
曜
日
16
時

20
分
か
ら
総
合
研
究
棟
Ⅱ
の
第

２
会
議
室
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

８
月
の
人
事
院
勧
告
に
も
と
づ

く
一
部
賃
上
げ
（
現
給
保
障
分

の
手
当
は
な
し
）
と
抱
き
合
わ

せ
の
賃
下
げ
提
案
で
す
。

　
こ
の
退
職
手
当
カ
ッ
ト
に
よ

り
、
国
立
大
学
法
人
化
以
来
５

度
目
の
賃
下
げ
と
な
り
ま
す
。

そ
の
影
響
は
、
教
員
に
も
職
員

に
も
生
涯
賃
金
で
１
０
０
０
万

円
程
度
に
も
相
当
し
ま
す
。

　
三
重
大
学
で
研
究
し
、
働
き

続
け
る
た
め
に
も
、
三
重
大
学

の
教
職
員
を
あ
げ
て
の
学
内
世

論
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
山
口
大
学
が
13
日
に

団
体
交
渉
を
実
施
し
て
い
る
の

を
は
じ
め
、
全
国
の
大
学
で
も

と
り
く
み
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
各
紙
で
報
道
の
よ
う
に
、
東

大
の
12
月
７
日
役
員
懇
談
会
／

12
月
12
日
科
所
長
会
議
で
、「
採

用
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
年

を
限
度
と
し
、
以
後
更
新
し
な

い
」
と
の
規
定
が
廃
止
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　「
部
局
に
お
け
る
事
情
や
優

秀
人
材
の
確
保
を
考
慮
し
、
更

５
年
上
限
規
定
を
廃
止
へ

新
回
数
４
回
、
通
算
契
約
期
間

５
年
を
上
限
と
す
る
一
律
の
規

定
を
削
除
」
と
し
た
も
の
（
全

大
教
か
ら
の
情
報
提
供
）。

　
今
回
の
国
立
大
学
ト
ッ
プ
の

決
定
に
よ
り
、
大
学
の
非
正
規

教
職
員
の
雇
用
保
障
は
大
き
く

前
進
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
部
局
内
な
ど
で
５

年
を
超
え
な
い
よ
う
に
雇
い
止

め
す
る
運
用
が
行
わ
れ
る
可
能

性
や
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
業
務
な

ど
を
理
由
に
し
た
個
別
労
働
契

約
で
の
雇
用
上
限
設
定
が
濫
用

さ
れ
る
お
そ
れ
は
否
定
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。

　
今
後
の
組
合
が
と
り
く
む
べ

き
課
題
で
す
。

2012年の１０４％から2013年の87％へ
今回
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２０１７年１２月

５年を超えて働いている
みなさん事務補佐員、技術補佐員、非常勤講師をはじめ有期雇用労働者の

来
年
４
⽉
１
⽇
か
ら

「
無
期
雇
用
」
に
転
換
で
き
ま
す

学
長
へ
の
申
出
に
よ
り

三重大学無期労働契約転換者に関する規程

（申込み等）

第２条 無期労働契約の締結の申込みをしようとする者

（以下「申込者」という。）は、現労働契約満了日の２ヶ

月前までに無期労働契約転換申込書を学長に提出するも

のとする。

２ 前項の申込みがあった場合、学長は、無期労働契約転

換申込受理通知書を申込者に交付する。

３ 第１項の申込みを取り下げようとする者は、無期労働

契約転換取下書を学長に提出するものとする。

（別紙１）

無期労働契約転換申込書

　三重大学長　殿

申込年月日　　年　　月　　日

申込者　　所属　　　　　　　　　

　　　　　職名　　　　　　　　　

　　　　　　　　氏名（署名）　　　　　　

　私は、現在の有期労働契約の契約期間の末日までに通算契

約期間が５年を超えますので、労働契約法第１８条の規定に基

づき、期間の定めのない労働契約への転換の申込みをします。

この無期転換
申込み書を

作成して、提出
しましょう！

お気軽にご相談ください
秘密は厳守します。何でもお問い合わせください

教職員組合まで

　

１
年
あ
る
い
は
半
年
単
位
の
有
期

労
働
契
約
で
も
、
継
続
し
て
５
年
を

超
え
た
場
合
は
、
労
働
者
側
が
使
用

者
に
申
し
込
む
こ
と
で
「
期
間
の
定

め
の
な
い
労
働
契
約
」
に
転
換
で
き

る
―
―
そ
の
開
始
の
期
日
が
来
年
４

月
１
日
に
迫
っ
て
い
ま
す
。
少
な
く

と
も
途
中
で
仕
事
を
失
う
こ
と
の
な

い
安
心
感
、
そ
の
た
め
に
、
有
期
雇

用
の
人
で
次
の
３
月
末
日
に
５
年
を

満
た
す
人
に
は
、
ぜ
ひ
無
期
転
換
を

お
す
す
め
し
ま
す
。

　

無
期
転
換
を
申
し
出
る
方
法
は
、

簡
単
で
す
。
左
記
の
「
申
込
書
」
を

作
成
し
、
学
長
に
提
出
す
れ
ば
Ｏ
Ｋ

で
す
。
こ
の
際
に
、
労
働
契
約
書
ま

Ｑ　無期転換を申し出しな

かったら５年で辞めさせら

れるのでしょうか？

Ａ　無期転換権を行使しな

くても、これまでの地位が

変わらないだけです。これ

からも、使用者との間で毎

年有期労働契約を更新しな

ければなりません。また途

中で雇止めされることもあ

りえます。

Ｑ　すでに 20 年以上も同

じ仕事を続けてるので、明

日にでも無期転換できるの

ではないですか？

Ａ　労働契約法上は、2013

年４月１日から起算して勤続

５年を超える場合に無期転

換権が発生します。それ以

前の分は、残念ながら切り

捨てられます。

Ｑ　無期転換権を行使した

ら「正社員」になれるので

しょうか？

Ａ　「正社員」というのは「無

期雇用」「フルタイム」「直

接雇用」の３つがそろった

労働契約という意味でしょう

か？　今回の無期転換とは、

このうちの雇用契約期間に

つき従来の１年や半年など

の契約期間がなくなり、契

約更新が不要になるだけで

す。労働時間や賃金などは

従来の非正規雇用と同じで

す。また、年金などの社会

保険も旧来のままです。

Ｑ　もしも大学が「３年先

の予算がない」といって無

期転換の申出を断ってきた

らどうしたらいいのでしょ

うか？

Ａ　契約期間が５年を超え

てしまった以上、大学側は、

労働契約法の上で無期転換

の申出を断れなくなっていま

す。安心して申込みをしてく

ださい。

た
は
雇
用
条
件
通
知
書
が
交
付
さ
れ

る
と
思
い
ま
す
。

　

各
大
学
で
、
無
期
転
換
権
に
つ
い

て
の
学
内
規
則
の
改
正
が
す
す
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
三
重
大
学
で
も
、
無

期
転
換
を
希
望
す
る
者
は
「
現
労
働

契
約
満
了
日
の
２
ヶ
月
前
ま
で
に
無

期
労
働
契
約
転
換
申
込
書
を
学
長
に

提
出
す
る
」
と
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し

て
学
長
は
、「
無
期
労
働
契
約
転
換

申
込
受
理
通
知
書
を
申
込
者
に
交
付

す
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

労
働
契
約
法
18
条
は
、「
労
働
者

が
、
当
該
使
用
者
に
対
し
、
…
…
期

間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
締
結

の
申
込
み
を
し
た
と
き
は
、
使
用
者

は
当
該
申
込
み
を
承
諾
し
た
も
の
と

み
な
す
」
と
し
ま
す
。「
申
込
み
」
を

し
た
ら
そ
れ
で
使
用
者
は
、
自
動
的

に
「
受
諾
し
た
」
と
さ
れ
る
の
で
す
。

　

安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
た
め

の
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
そ
の
た
め
に
組

合
は
、
い
つ
で
も
力
に
な
り
ま
す
。

⼤
学
は
、
無
期
転
換
に
応
じ
る
法
律
上
の
義
務

が
あ
り
、
三
重
⼤
学
も
規
程
を
改
正
し
ま
し
た

三重
⼤学で

人文学部支部

お１人でも問い合わせできます



２０１７年１２月１９日（火）　　　　　　　　　　　　　　週刊あのつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１９８号　（２）

非正規教職員の無期転換権を適正に保障させよう

2017年 12月11日

国立大学法人三重大学

学長　駒田　美弘　様

三重大学教職員組合

中央執行委員長　兼重　直文

団体交渉申し入れ書

　平素は、三重大学教職員組合の活動に対し、ご理解とご協力を頂き、真に有難うございます。

　さて、この度、当労働組合は、下記の項目について団体交渉を申し入れたく存じます。交渉の内容、日程、出席者等につ

きましては、事前に協議させて頂きますが、可能な限り速やかな開催を希望致します。

１．非常勤雇用の無期転換制度について

来年度より、無期転換制度が始まります。昨年度も議題にしましたが、改めて現在の準備状況等について、以下のことを

おたずねします。なお、無期転換も問題は急を要す案件であるため、12月中でのご回答を求めます。

（１）昨年度の交渉において、無期転換権を得た職員から申し込みがあれば、無期転換を行うことを考えているとご回答が

ありましたが、この方針に現在も変わりないでしょうか。

また、非常勤講師や非常勤の研究委員等についても、無期転換権を得た方からの申し込みがあれば、無期転換を行いますか。

（２）現在雇用されている非常勤の教職員を対象に、無期転換制度についての説明や、制度の通知をどのように行われますか。

（３）昨年度の交渉において、労働契約書に無期転換制度のことを記載し、制度を理解してもらうように措置するとのご回

答がありましたが、労働契約書の様式の準備等は終えていますでしょうか。もし準備が終えられているようでしたら、改定

後の労働契約書の書式をご提示ください。

（４）附属学校をはじめとして、予算は大学本部から充当されていても、実質的に部局の裁量で運用されている非常勤職員

もいます。無期転換を申し込み際の窓口とその運用の徹底について、どのように準備を進められていますか。

２．2017年人事院勧告について

（１）今年8月の人事院勧告において、月例給708円（0.17％）、一時金0.1月分の増加が勧告されました。この人事院勧告に

ついて、三重大学はどのように対応されますか。

（２）同じく、今回の人事院勧告において、現給保障措置の廃止が勧告されました。これまで三重大学は、「現給保障期間

終了後の地域手当増額を検討する」とお答えになってきました。今回の現給保障措置の廃止の勧告をうけて、三重大学は

地域手当の増額を履行しますか。

３．退職手当削減方針について

　政府は、国家公務員の退職手当の3.37％減額の方針を固め、来年2018年 1月末からの実施を検討しています。この退職

手当減額方針について、次の2点について伺います。

（１）今回の退職手当減額の方針に対して、三重大学はどのように対応しますか。

（２）もし退職手当減額の方針を履行するのであれば、12月中旬までに、減額の試案を提示されることを求めます。

４．労働時間等の業務量の変化にかかわる諸課題について

（１）学内でさまざまな部局の改変やプロジェクト事業等の立ち上げにともなって、学内での兼業が増加してきています。学

内での兼業の勤務形態で従事する職員の労働時間や業務量の管理について、三重大学はどのように考えていますか。

（２）業務の変更や変化にともなって、業務負担が変化してきているものがあります。例えば、教員免許更新講習では、三

重大学での受講生が増加し、教職員の業務負担が増加してきています。また、現在検討されている入試制度改革によって、

記述試験の割合が増加した場合、その採点にかかわる業務負担が担当教員に生じる可能性もあります。このような業務変更・

変化にともなう業務負担の変動に対して、三重大学はどのようなお考えをもっており、どのように対応するお考えかをお聞

かせください。

（２）職員の残業が相変わらず恒常化しています。職員の恒常的な残業について、三重大学はどのように考えていて、その

是正策についてどのようにお考えなのかをお聞かせください。

（次号ｊに続く）

＊中央執行委員会は、12月11日、上記の団体交渉申入書を提出しました。次号とあわせ上下に
分けて掲載します。とくに退職手当については、12月中に回答するように求めています。


